
１　　見舞金支給制度の内容（エース損害保険株式会社）

（１）支給対象者

（２）支給対象要件：大会の開催期間中（往復途上を含む）の偶然な事故

　※　往復途上とは、被保険者が所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路。

（３）見舞金支給内容（一人当たり）

①死亡・後遺障害補償：５００万円

（保障適用の原因が生じた日から１８０日以内に死亡した場合）

②入院見舞（日額）：３０００円

（保障適用の原因が生じた日から１８０日以内の入院日数が対象）

③通院見舞（日額）：１５００円

（保障適用の生じた日から１８０日以内の通院日数に対して、９０日分を限度）

④見舞金が支給されない主な場合

・故意、過失によるもの

・自殺、闘争、犯罪によるもの

・麻薬、大麻等の使用によるもの

・行事開始日の直前１２ヵ月以内に医師の治療を受け、または治療のために医師の処方

　に基づく服用をしていた疾病と医学的に因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急

　性呼吸器疾患（継続の場合で、継続して２年以上被補償者であるものを除く）

２　手続き

３　その他

　本制度は平成２４年度から実施する。

大分県高等学校体育連盟主催大会運営関係者の傷害見舞金制度について

　主催大会（県総体・県新人大会）・九州高等学校体育大会大分県開催競技大会の大会役員

（名簿に記載のある方）

　本連盟主催の各種大会（県総体・県新人大会）及び九州高等学校体育大会大分県開催競技大

会参加中に事故による障害や疾病が発症した場合には、県高体連事務局まで連絡をする。


